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労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の改正について 
～安全対策の強化と特別教育の拡充～ 

 

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令 

（令和 7年 10月 29日 厚生労働省令第 108号） 

 

透過写真撮影業務特別教育規程の一部を改正する件 

（令和 7年 10月 29日 厚生労働省告示 287号） 

 

労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について 

（令和 7年 10月 29日 基発 1029第 1号） 

 

厚生労働省は「労働安全衛生規則（安衛則）」、「電離放射線障害防止規則（電離則）」と「透過写真撮影業務特

別教育規程」を改正し、令和 7年 10月 29日（一部規定は令和 8年 4月 1日または令和 9年 10月 1日）から順

次施行します。 

 

改正の経緯 

令和 3年、製鉄所にて製品のメッキ膜厚を検査するためのエックス線装置の点検作業中に、2名の労働者がエ

ックス線照射中であることに気づかないまま、約 20分にわたり作業を継続したことにより、大量のエックス線

に被ばくし、急性放射線障害を発症する労働災害（国際的な事故尺度における「重大な異常事象」に当たる）が

発生した。 

本件災害の発生原因として、 

① 自動警報装置やインターロック（現場に普及しているものの法令上の設置義務なし）について、自動警

報装置による周知の措置が作業場所から認識しにくい場所に示されていたこと 

② インターロックは備え付けられていたが故障した際に無効化したまま長期間修理していなかったこと 

③ 放射線に被ばくする可能性のある労働者に対して特別教育を受講させていなかったこと 

等があげられている。これを受けて、同種災害の再発防止を図るため、安全装置の設置及び使用を義務づける等

の改正が行われた。 

 

改正の概要 

（1） 工業用等の特定エックス線装置の自動警報装置の設置義務の拡大、安全装置の設置義務化、医療用の特定

エックス線装置の操作室設置義務化等 

（2） エックス線作業主任者及びガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務の拡大 

（3） 特別教育の実施対象となる業務の拡大 

 

以下に詳細を記載しますので、ご確認と対応をお願いします。 
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■工業用等の特定エックス線装置の自動警報装置の設置義務拡大 

工業用の特定エックス線装置（波高値による定格管電圧 10kV以上の装置）すべてについて、自動警報装置

の設置が義務化。 

・ 従来は、管電圧 150kV超の装置に自動警報装置の義務があったが、施行後は管電圧 10kV以上の装置が

設置義務の対象となる。なお、医療用エックス線装置は除外される。また、自動警報装置を含む周知の

措置は、関係者が確実に認識できる方法でなければならない。 

  

 ■工業用等の特定エックス線装置の安全装置設置の義務化 

工業用等の特定エックス線装置（主に波高値による定格管電圧 10kV以上の装置）について、インターロッ

クや安全ロックキー、リミットスイッチ連動の照射停止装置等のような、意図しない偶発的な被ばくを防ぐ

フールプルーフのための安全装置の設置が義務化。 

・ この「安全装置」については、安衛則第第 28条および第 29条による、有効保持や無効化時の事業者の

許可等の義務についても適用される。なお、医療用のエックス線装置は除外される。 

・ 事業者は、工業用等の特定エックス線装置のフールプルーフのための安全装置を無効化したり取り外し

たりする場合には、その代替措置が必要。 

※今回新たに自動警報装置または安全装置を設置しなければならない工業用等の特定エックス線装置のうち

     ① 既にメーカーが現存しない装置 

② 改修に必要な図面がなかったり部材が手に入らない装置 

③ 改修により装置の機能や安全性に問題が生じる装置 

については、自動警報装置や安全装置の設置に代わる措置により対応する（経過措置）。 

  

 ■医療用の特定エックス線装置に関する措置 

電離則における医療用のエックス線装置について、医療法施行規則や獣医療法施行規則と同様の被ばく低

減措置を、電離則においても義務づける。 

・ 合わせて、電離則における「医療用」の示す範囲を明確化（公布日施行） 

 

 

 

 

エックス線作業主任者の職務拡大 

■令和 8年 4月 1日施行 

自動警報装置の異常時の措置／作業の方法の決定と放射線業務従事者の指揮 

自動警報装置の異常時には、事業者に使用を止めさせるなどの必要な措置を取る。また、放射線業務従事

者の被ばくをできるだけ少なくするように作業の方法を定め、放射線業務従事者を指揮する。 

 

■令和 9年 10月 1日施行 

安全装置の有効保持のための点検、その異常時の措置／安全装置を無効化する際の代替措置の確認 

エックス線装置の使用中にフールプルーフのための安全装置が有効に動作していることを確認し、またそ

れら安全装置の異常時には事業者に装置本体の使用を停止させるなどの必要な措置を取らせる。 

令和 9年 10月 1日施行                                          

工業用等の特定エックス線装置の自動警報装置の設置義務の拡大、安全装置の設置義務化、 

医療用の特定エックス線装置に関する措置                         （電離則第 17条第 2項、第 6項） 

令和 8年 4月 1日施行または令和 9年 10月 1日施行 

エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務拡大（電離則第 47条、電離則第 52条の 3 ） 
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また点検などの際に安全装置を無効化等した場合に代替措置が適切に行われているか確認する。 

 

■令和 9年 10月 1日施行 

改修が著しく困難な装置に関する経過措置の確認 

 

ガンマ線透過写真撮影作業主任者の職務拡大 

■令和 8年 4月 1日施行 

自動警報装置の異常時の措置／作業の方法の決定と放射線業務従事者の指揮 

自動警報装置の異常時には、事業者に使用を止めさせるなどの必要な措置を取る。また、放射線業務従事

者の被ばくをできるだけ少なくするように作業の方法を定め、放射線業務従事者を指揮する。 
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■特別教育の実施対象業務の拡大 

エックス線装置またはガンマ線照射装置に関する特別教育は、従来は対象業務が「透過写真撮影業務」 に

限定されていたが、これらの装置を取り扱う業務全体に拡大した。 

ただし、装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線またはガンマ線の照射中に労働者の身体

の全部または一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置（いわゆるボックス型

の装置）※1を使用する業務は対象に含まれない。 

・ なお、新たに特別教育が必要となった業務に従事する労働者について、既に改正前の電離則による透

過写真撮影業務の特別教育を受けている場合や、他法令による教育を受けている場合は、安衛則第 37

条の規定により、重複する科目を省略できる。 

エックス線装置およびガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 いわゆるボックス型の装置について 

  ● 装置の例 

ア 「労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する 省令の施行等について」 

  （平成 13年 3月 30日付け基発第 253号）第 3の 3(6)ア～ウに掲げる装置 

  ア エックス線照射ボックス付きエックス線装置 

    外側での実効線量が 3月間につき 1.3ミリシーベルトを超えないように遮へいされた照射ボッ 

    クスの扉が閉じられた状態でなければエックス線が照射されないようなインターロックを有 

    し、当該インターロックを労働者が容易に解除することができないような構造のもの      

イ 空港の手荷物検査装置 

  ウ 工場の製造工程で使用される計測装置等    

    製品等の出入口は、労働者の手指等が 装置内に入ることがないように 2重の含鉛防護カーテ 

    ンで仕切られている、または労働者の手指等が装置の内部に入った場合に放射線の照射が停止 

    するインターロックを有し、かつ当該インターロックを労働者が容易に解除することができな 

    いような構造であり、装置の外側での実効線量が 3月間につき 1.3ミリシーベルトを超えない 

    ように遮へいされているもの 

イ 放射性同位元素等の規制に関する法律（RI法）第12条の 5第 2項に規定する表示付認証機器及び同

令和 8年 4月 1日施行 

特別教育の実施対象業務の拡大                （電離則第 52条の 5、特別教育規程） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001591378.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001591378.pdf
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条第 3項に規定する表示付特定認証機器（いずれも RI法第 12条の 6に規定する認証条件に従った

使用、保管及び運搬をするものに限る 

● ボックス型装置等を使用する業務に従事する労働者や、管理区域に一時的に立ち入ってもエックス線装

置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務には従事しない労働者等、特別教育を要さない者に対しては、 

労働安全衛生法 第 59条第 1項又は第 2項に基づき雇い入れ時等に行う安全衛生教育等において、放射

線の人体への影響、エックス線装置又はガンマ線照射装置の危険性、被ばくを防止するための装置の安

全な取扱い、及び安全装置の改造禁止等の禁止事項等について周知させること。 

 

詳細は以下をご確認ください。 

■省令 令和７年厚生労働省令第108号［213KB］ 

■告示 令和７年厚生労働省告示第287号［91KB］  

■通達 労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について（基発1029第1号）.pdf 

      労働安全衛生規則及び電離放射線障害防止規則の一部を改正する省令等の施行等について（基安労発1029第4号）.pdf 

■厚生労働省ホームページ 電離放射線障害防止対策について｜厚生労働省 

■リーフレット  【令和７年10月29日】電離放射線障害防止規則等の改正について～安全対策の強化と特別教育の拡充～［332KB］ 

           【令和７年10月29日】作業主任者の職務が追加されます～電離放射線障害防止規則等の改正～［310KB］ 

           【令和７年10月29日】特別教育の対象業務を拡大します～電離放射線障害防止規則等の改正～［271KB］ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令 
～皮膚等障害化学物質について告示で規定～ 

（令和 7年 11月 18日 厚生労働省令第 113号） 

 

労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和 7年厚生労働省令第 113号）及び皮膚等障害化学物質を規定す

る告示（令和 7年厚生労働省告示第 301号）が令和 7年 11月 18日に公布及び告示された。 

 

改正の要点 

（1） 事業を廃止しようとするときのがん原性物質に係る対象記録等（健康診断の個人票、作業の記録等）の所

轄労働基準監督書への提出 

（2） 皮膚等障害化学物質等のうち、皮膚刺激性有害物質については、事業者がＳＤＳの作成やリスクアセスメ

ント等を行うための十分な準備期間を設けるため、有害性の分類がなされた時期を含め、厚生労働大臣が

定めることとした 

施行期日 令和 8年 1月 1日 

 

詳細は以下をご確認ください。 

■省令 労働安全衛生規則の一部を改正する省令（厚生労働省令第113号）.pdf 

■告示 皮膚等障害告示（厚生労働省告示第301号）.pdf 

■通達 労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について（基発1118第1号）.pdf 

      皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について.pdf 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587771.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587781.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251030K0160.pdf
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251104K0040.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzeneisei29/0000186714_00002.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001589338.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587804.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001587812.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596506.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596507.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596516.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596517.pdf

